
社会保障制度改革国民会議報告書について

本日、「社会保障制度改革国民会議報告書」がまとめられ、内閣総理大臣に対

して提出されました。

協会けんぽの財政基盤強化について、社会保障制度改革国民会議報告書では、

「健康保険法等の一部改正の附則においては、（中略）協会けんぽの国庫補助率

について検討する旨の規定が付されており、これにのっとって、高齢者の医療

に要する費用の負担の在り方を含めた検討を行う必要がある」とあります。

協会けんぽとしては、第8回社会保障制度改革国民会議に申し入れたとおり、

被用者保険を持続可能な制度とするためには、一刻も早く協会けんぽの財政基

盤を強化する必要があり、社会保障制度改革国民会議はその具体的な道筋を示

すことが求められていることを主張しました。

しかし、同報告書は既に法律に規定されている検討規定を確認したに過ぎず、

具体性の乏しい不十分な内容であり、極めて残念です。

また、後期高齢者支援金に対する負担の按分方法を全面総報酬割とすること

で生ずる税財源は、被用者保険グループ内の負担の調整によって生じた財源で

あり、被用者保険の負担を軽減するために用いることが筋です。同報告書は、

国民健康保険の財政上の構造的問題を解決することに用いる考えが示されてお

り、極めて残念であり、この考えに対しては反対です。

協会けんぽの平均保険料率は既に 10％に達しており、これ以上の保険料率の

引上げは限界です。他の保険者と比べて著しく高い保険料率にもかかわらず、

現在の財政構造のままでは、29 年度には兆円規模の累積赤字に至る見通しであ

り、協会けんぽの財政基盤の強化は待ったなしの状況です。

協会けんぽの財政破綻は、被用者保険制度の破綻に繋がるとともに、中小企

業の経営、従業員の雇用、生活に直結する極めて深刻な問題です。国及び政府

に対しては、一刻も早く、協会けんぽに対する国庫補助率を健康保険法に規定

する上限 20％まで引き上げるなど、財政基盤を強化するための具体的方向性を

示していただきますよう、改めて強く要請します。
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